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８．協議記録

議　事　録

No．１

標　題 ： 在レバノン日本大使表敬

日　時 ： 2002 年 11 月 28 日（水）10：00 ～ 11：00

場　所 ： 在レバノン日本国大使館

出席者 ： 天木大使、古田書記官

調査団：志賀団長、貴田団員、田中団員、星野団員、佐阪団員

１　表敬訪問

２　大使からのコメント

（１）レバノンは、日本人にはいまだ知られていない観光国で、昨年の入り込み観光客数は 3,000

人程度である。ツアーオペレータには内戦のイメージはいまだ強く残っており、レバノン観光

にあまり乗り気ではないとの印象をもっている。この原因は、日本にレバノンの情報がないた

めであるが、レバノンに来た日本人は皆、「平和で安全な良い所だ」と言って帰る。

（２）そのため、レバノン観光のイメージを変えるために、オペレータやメディア関係者へのファ

ムトリップを行うべきであると考えている。

（３）その逆に、レバノン人の所得向上や日本への興味から、日本への観光熱も上がっているが、

日本の観光情報がない。レバノン人に日本を紹介するために、レバノンのメディア関係者を送

りたいが、そのためのインセンティブはないだろうか。

（この件に関しては、貴田団員より、我が国が、現在、インバウンド観光客増加に力を入れてい

ること、パリの JNTO（Japan National Tourism Organization）事務所がレバノンを担当してお

り、情報を得ることができること、また日本紹介のための予算が JNTOにはあること、ジャパ

ンレイルパス等が便利であることを説明した）。

（４）計画にあたっては、国際観光の視点から、アラブ人以外の、ヨーロッパ人や日本人のマー

ケットも対象とした計画と、即効性のある開発戦略が必要である。

No．２

標　題 ： 復興開発庁（CDR：Council for Development and Reconstruction）表敬

日　時 ： 2002 年 11 月 28 日（水）13：30 ～ 14：00

場　所 ： CDR
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出席者 ： Jamal A. R. Itani（総裁）、Mrs. Nada Mufarrij、Dr. Jaoudad E. A. Jaoude

調査団 ： 志賀団長、貴田団員、田中団員、星野団員、佐阪団員

１　表敬訪問

２　総裁からのコメント

　他のアラブ諸国のように石油資源がない我が国にとって、観光は重要な産業で、内戦以前は観

光産業による収入は実質国内総生産（GDP）の20％以上を占めていた。内戦の終わった今、国民

の知的水準の高さ、美しい景色、快適な気候及び文化遺産等、我が国の資源を最大限に活かした

観光開発を進めたい。

No．３

標　題 ： 国連開発計画（UNDP：United Nations Development Programme）表敬とヒアリング

日　時 ： 2002 年 11 月 28 日　（水）15：00 ～ 16：00

場　所 ： UNDP

出席者 ： Miss  Dima Al-Khatib（Environment Programme Manager）

調査団：志賀団長、貴田団員、田中団員、星野団員、佐阪団員

１　UNDP は、レバノン政府との共同作業を行っている。それらは、

（１）観光省（MOT：Minstry of Tourism）のマスタープラン策定への支援

（２）環境省（MOE：Minstry of Enviroment）とのエコツーリズム共同開発

（３）MOE の主催する環境委員会への参加

（４）現在７か所あり、更に３か所が新たに検討されている保護区に関する法律の枠組づくりで

ある。

２　MOTにおいては、Mrs. Mona Fares がエコツーリズム開発の担当者となっている。

３　レバノンのエコツーリズムは、MOEのDepartment of natural Conservation と Department of

Awareness Synthesis が担当しており、

（１）景観（山、海、渓谷、地形）

（２）歴史的遺産（遺跡、古都、昔からのスーク）

（３）自然（杉林、洞窟、山、野生のイノシシ、水鳥が集まる湿地帯）

　等を主な資源として開発されているが、上記の湿地は民有地であることから保護区として使用
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を制限することが困難である。また、トラスト基金の構想もあるが実際には設立されてはいない。

さらに、エコツーリズムに従事する人材育成については、レバノン大学と聖ジョゼフ大学に観光

学科において行われており、卒業枠組みの証を出している。

４　環境教育に関しては、学校での教育、公開セミナー等に協力している。

５　今後の環境問題は、

（１）採石場

（２）交通・運輸による大気汚染

（３）廃棄物処理

（４）水質汚染問題（地下水、表流水）

（５）排水処理（下水・汚水）

等の改善が主要な課題となるものと考えている。

６　UNDPの環境問題に関する活動は、コンベンションや行動計画づくりへの協力と、ウェブサ

イトのニューズレターづくりを進めている。国際自然保護連合（IUCN：International Development

Authority of Lebanon ）からは技術的な支援を受けている。

No．４

標　題 ： MOT大臣表敬

日　時 ： 2002 年 11 月 28 日（木）10：00 ～ 10：10

場　所 ： MOT大臣室

出席者 ： 観光大臣、Ms. Nada Saedouk Ghandour（Director General, MOT）、

Dr. Joseph Haimari（Adviser to the Minister, MOT）、

Mr.Samih N. Barbir（Managing Director, IDAL）、Mr. Jaoudad E. A. Jaoude（CDR）

調査団：志賀団長、貴田団員、田中団員、星野団員、佐阪団員

１　観光大臣表敬

（１）調査団団長からの挨拶

（２）大臣からの挨拶

　レバノンの遺跡･文化はレバノン人のためだけではなく世界の財産である。そのため、人類全

体のための観光振興という視点から遺跡の開発を最大限に進め、観光開発を行ってほしい。すべ

ての関係者へのコンタクトに関しては、MOT は全面的に支援をする。
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　DGと投資促進庁（IDAL）は政府の開発方針に沿った活動をする。そのため、日本からの投資

誘致を促進して両国国民の交流の機会が増えるように願っている。直行便の就航が実現すること

を願っている。そして、観光が両国の国民を密接に結ぶことができるように。

　観光開発に関しては環境にやさしい開発を進めたい。今後は、フェスティバルツアーにも力を

入れたい。ベイルートは安全な都市である。観光にとってよい条件が既にできている。

　12 月４日には S/W 署名に出席する。

No．５

標　題 ： CDR　世界銀行（WB）担当者との協議

日　時 ： 2202 年 11 月 29 日（金）14：30 ～ 15：00

場　所 ： CDR

出席者 ： Ms. Waha Sharafeddine（バールベック、WBプロジェクトマネージャー）、

     　　　Mr. Jaoudad E. A. Jaoude（CDR）

調査団：志賀団長、貴田団員、田中団員、星野団員、佐阪団員

１　WBプロジェクト

（１）WB のバールベック整備プロジェクトの目的

ア　遺跡を都市化から保全すること。

イ　歴史的旧市街の都市整備計画づくり（開発規制と道路、交通計画）

から構成されている。

（２）プロジェクトの資金は総計 6,000 万米ドルでそのドナーと金額は以下のとおりである。

ア　WB 3,000 万米ドル

イ　AFD　（フランス） 1,200 万米ドル

ウ　イタリア政府 1,000 万米ドル

エ　レバノン政府 800 万米ドル

（３）このプロジェクトの CDR の担当者は：

ア　Ms. Waha  Sharafeddine： プロジェクトマネージャー

イ　Mr. Majed  Fatal：プロジェクトコーディネーター（コンサルタント）

（４）WB プロジェクトの計画対象地区は、

ア　スール

イ　サイダ

ウ　ビブロス

エ　トリポリ



－ 118 －

オ　バールベック

（５）旧市街にある重要な遺跡はWBのプロジェクトに含まれているが、市域以外にある多くの

小規模の遺跡と周辺地区は含まれてはいない。そこをJICAが開発を行ってくれればバールベッ

クの魅力の範囲が広がって、滞在時間の延長に役立つことになる。

（６）WB プロジェクトの概要情報を提供する。

No．６

標　題 ： 現地調査－１　（ニーハ、バールベック）

日　時 ： 2002 年 11 月 30 日（土）7：30 ～ 16：30

場　所 ： ニーハ、バールベック

出席者 ： Mr. Jaoudad E. A. Jaoude（CDR）、Mr. Lie SABA（MOT）、Ms. Nour（ガイド）

調査団：志賀団長、貴田団員、田中団員、星野団員、佐阪団員

１　ニーハ

（１）ニーハは２つの遺跡からなっている：Niha　Temple（下）と Niha Hassan（上）

上の遺跡は装飾が少ないことから「砦」と呼ばれている。

（２）現地踏査による問題点

ア　遺跡へのサインが見づらい。

イ　アクセス道路が狭く、自動車がすれちがえない。観光バスは入れない。

ウ　遺跡の中の表示がアラビア語のみで、わからない。

エ　アクセス道路から遺跡の中までの美化（beautification）が必要。

オ　ビジターセンター、博物館が欲しい。

カ　オンサイト・インフォメーションは用意されていない。

キ　現在進行中の、遺跡周辺の民家のデザインコントロールが必要（建築許可にあたっては、

地元に「景観委員会」を設立して指導させる）。

（３）開発計画への提案

ア　一般道路からのサインを見やすいものにすること。

イ　遺跡の下にある村の中に有料駐車場を整備して（地元の収入になる）、徒歩で遺跡にアク

セスさせること（200 ～ 300m）。　　　　　

ウ　駐車場の周囲、遺跡までのアクセス道路に沿ってレストラン、喫茶店、土産物屋等を地元

の住民の投資により整備させること（地元の収入になる）。

エ　アクセス道路と遺跡内の美化を図ること、舗道、遺跡へのアプローチ、休憩所、ビジター
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センターを整備すること。

オ　オンサイト・ブローシャーを用意して、訪問者に配布すること。

カ　上の遺跡までの間、約２ kmを周囲のブドウ畑や自然を見ながら散策できる、歩行者道路

としてプロム等を整備すること。休憩所、トイレも整備すること。

キ　ベイルートから近い、週末の観光地としても開発が可能であること。

ク　ザハレを地区の観光拠点として整備すること（シリア、バールベック、シダー、カディー

シャ渓谷（ワディ・カヌビーン）への分岐点）。

（４）ニーハ整備の間接的効果の期待

ア　ニーハの整備は、ベイルートからの観光客を誘い出し、バールベックへの観光を誘発する

効果が期待できる（バールベックへの観光客の増加にも貢献する）。

イ　シリアから入った国際観光客を、バールベックより深くレバノンに誘い込む（ベイルー

ト、カディーシャ、シダ－への観光客の誘致に貢献する）。

ウ　バールベックへの観光客の集中を緩和することにより、遺跡地区の環境負荷の軽減に貢献

する。

２　バールベック

（１）現在、WBが観光的に重要な場所を計画対象地区として指定しており、JICA が担当すべき

ところは、物理的な対象物にはない。そのため、ソフト面の技術協力が主な協力になろう。

（２）WB プロジェクトのサイトマネージャーは

　　　　Mr. Khalid  RIFAI  （Site manager）、  architect GDA  （For all sites）

03 - 658 - 608    01 - 426 - 703 / 704

（３）遺跡の前にある駐車場の周囲には、既に、地元の住民の投資によるレストラン、カフェ、

土産物屋及び写真屋等ができており、このままで継続されていくものと見られる。

（４）ホテルの整備、歴史的建造物の修復等はWBのプロジェクトに含まれていることが望まし

い。旧市街の修復には、住民との協調が望まれる。

（５）中心地区の交通渋滞解消には、交通計画が必要。建物の取り壊しによる都市開発は望まし

くない。

（６）市内に観光客がショッピングや食事のために歩き回れる所がない。ツーリストゾーンの整

備が必要とされる。

No．７

標　題 ： 現地調査－２　（カディーシャ渓谷、シダー）

日　時 ： 2002 年 12 月１日（日）７：30～ 16：30
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場　所 ： カディーシャ渓谷（ワディ・カヌビーン）、シダー

出席者 ： Mr. Jaoudad E. A. Jaoude（CDR）、Mr. Lie SABA（MOT）、Ms. Nour（ガイド）

調査団：志賀団長、貴田団員、田中団員、星野団員、佐阪団員

１　カディーシャ渓谷

（１）カディーシャ渓谷 は２つの地区、

ア　ワディ・カヌビーン

イ　ワディ・コザハヤ

から成る。

（２）現地踏査による問題点

ア　観光スポットへのサインがない。

イ　チェッカからのアクセス道路は村落部の中を通過しており幅員も狭いところがある。

ウ　観光スポットへのアプローチの道路が狭くて危険。

エ　アクセス道路から観光スポットまでの美化（beautification）のためにデザインコントロー

ルが必要（建築許可にあたっては、地元に「景観委員会」を設立して指導させる）。

オ　トリポリ市内の都市交通の改善が必要（JICA による開発調査を実施済み）。

（３）開発計画への提案

ア　一般道路からのサインを見やすいものにすること（全国統一のデザインを採用する）。

イ　遺跡の下にある村の中に有料駐車場を整備して（地元の収入になる）、シャトルバスで谷の

中の遺跡にアクセスする（トレッカーのアクセスを可能にする）。　　　

ウ　駐車場の周囲や遺跡までのアクセス道路に沿って、レストラン、喫茶店及び土産物屋等を

地元の住民の投資により整備させる（地元の収入になる）。

エ　アクセス道路の景観の良いところに展望台を整備する。休憩所やトイレも整備。

オ　アプローチ部分の美化を図ること。舗道、遺跡へのアプローチ、休憩所及びビジターセン

ター等を整備すること。

カ　オンサイト・ブローシャーを用意して、訪問者に配布する。その中に、自然環境保護への

協力を記載する。

キ　カディーシャ渓谷地区に自然保護団体を組織して、一貫した保護施策を進める。

ク　ベイルートから近い、週末の観光地としても開発が可能である。

ケ　広域観光拠点として、トリポリを整備する。交通計画やゾーニングを検討する必要があ

る。

コ　アミオン、ブシャーレ、 エヘデンを地区の観光拠点として整備することもできる。（シリ

ア、バールベック及びシダーへの分岐点）。
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サ　地元の木材、果樹を利用した地元産品の開発（木彫り、ワイン、果樹及び干し柿等）。

（４）地域観光拠点整備の効果への期待

ア　エコツーリズムのモデルをつくることができる。

イ　スキー客のベースとして整備ができる。シダーにないアメニティを提供。

ウ　バールベックへの文化観光と組み合わせて、自然観光と組み合わせることにより、観光商

品の多様性が期待できる（バールベックへの観光客の増加にも貢献する）。

エ　シリアから入った国際観光客を、バールベックより深くレバノン内に誘い込む（ベイルー

トへの観光客誘致に貢献する。）。

オ　自然保護のモデルをつくることにより、渓谷内の環境保全が確保される。

２　シダー

（１）現在、WBが観光的に重要な場所を計画対象地区として指定しており、JICA が担当すべき

ところは、物理的な対象物にはない。そのため、ソフト面の技術協力が主な協力になろう。

（２）WB プロジェクトのサイトマネージャーは

　　　　Mr. Khalid  RIFAI  （Site manager）、  architect GDA  （For all sites）

03 - 658 - 608    01 - 426 - 703 / 704

（３）遺跡の前にある駐車場の周囲には、既に地元の住民の投資によるレストラン、カフェ、土

産物屋及び写真屋等ができており、このままで継続されていくものと見られる。

（４）ホテルの整備、歴史的建造物の修復等はWBのプロジェクトに含まれていることが望まし

い。旧市街の修復には、住民との協調が望まれる。

（５）中心地区の交通渋滞解消には、交通計画が必要。建物の取り壊しによる都市開発は望まし

くない。

（６）市内に観光客がショッピングや食事のために歩き回れるところがない。ツーリストゾーン

の整備が必要とされる。

No．８

標　題 ： WBベイルート事務所との協議

日　時 ： 2002 年 12 月 ２日（月）11：00 ～ 11：30

場　所 ： WBレバノン事務所

出席者 ： Mr. Robert Bou Jaoude（上下水道整備プロジェクト担当者）、

調査団：志賀団長、貴田団員、田中団員、星野団員、佐阪団員
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１　WBプロジェクト

（１）WB の遺跡及び都市開発プロジェクトの進捗状況

ア　Identification of the project

イ　Appreisal

ウ　Finalize, incl. Costing, activities, procurement

エ　Loan, handed over to CDR and circulated to parliament then officially published

（２）プロジェクトの資金は総計 6,000 万米ドルでそのドナーと金額は以下のとおりである。

ア　WB 3,000 万米ドル

イ　AFD　（フランス） 1,200 万米ドル

ウ　イタリア政府 1,000 万米ドル

エ　レバノン政府 800 万米ドル

（３）このプロジェクトの CDR の担当者は、

ア　Mohamed Fagoul：プロジェクトマネージャー　　　　　

イ　Ms. Waha  Sharafeddine： CDRプロジェクトマネージャー

ウ　Mr. Majed  Fatal：プロジェクトコーディネーター（コンサルタント）

（４）WB プロジェクトの計画対象地区は、

ア　スール

イ　サイダ

ウ　ビブロス

エ　トリポリ

オ　バールベック

（５）融資機関のデマケーション

ア　米州開発銀行（IDB）：公共セクターへの投資

イ　国際金融公社（IFC）：民間セクター投資

（６）環境整備プロジェクトには無償資金が出る。

No．９

標　題 ： レバノンホテル協会に関するヒアリング

日　時 ： 2002 年 12 月 ６日（金）19：30 ～ 20：30

場　所 ： Riviera Hotel

出席者 ： Mr. Nizar  Alouf（レバノン　ホテル協会会長）、

調査団：星野団員
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１　ホテルの格付けの決定

　MOTがコンサルタントを雇って審査させる。審査項目は国際基準に沿って、施設、面積、設備

及び内装等を審査し、その合計点で決定する。しかし、このようなことはMOT自身がやる必要

はない。民間に任せるべきである。

２　ホテル協会のメンバー

　全体で 127 ホテルが登録している。

３　レバノンのホテル業界の問題点は、

（１）資金融資をする銀行は、Industrial Bank の期間が最大で７年、利息が 7.5 ～ 12％と高く、資

金繰りが日常業務のほとんどを占めていて、マネージメントがおろそかになっている。

（２）したがってマーケティングにかける資金的余裕はない。観光客誘致ができない。

（３）政府からの支援はない。

４　観光客誘致の問題点

（１）通信の費用、電話代が高くて海外とのビジネスに費用がかかる。

（２）MOT のウェブサイトに載せてもらえない。ホテル側の質的保証ができないことが原因。

５　現在はウェブサイトによるマーケティングをしている。

No．10

標　題 ： MOTでのホテル開発に関する調査

日　時 ： 2002 年 12 月９日（月）９：00～ 10：00

場　所 ： MOT

出席者 ： Dr. Joseph  Haimari（Adviser to the Minister, MOT）

調査団 ：星野団員

１　ホテル開発

（１）National Bank for Development of Industry and Tourism （BNDIT）が融資する。

　BNDIT は政府の出資 51％の半官半民の銀行で、その融資は、最大 10 年～ 12 年までの期間と

することができる。利息は毎年見直しをするが、市中銀行よりも４～５％少ない利息で借入れが

できる。しかし、欠点は、融資手続きが複雑で、時間がかかることである。財務大臣、産業大臣

及び観光大臣の３人の大臣の署名により決定する。
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（２）BNDIT組織の改革が検討されていて、融資対象に農業と医療機関を加えて、政府出資20％、

民間80％にしようとしている。資本金は50億レバノンポンド（3,000万米ドル）とし、総裁は

民間から出すことになっている。融資対象分野が増えた分だけ、署名する大臣の数が増える。

５人の大臣の承認が必要となり、融資期間も７年に短縮される。ただし、EU ローンを通じて

借入れをする場合にのみ、10 年の期間を 12 年とし、利息も５％の優遇することができる（米

ドル建てかユーロ建てで、年率が 13％のものが８％になる）。

２　観光セクターへの人材供給

　全く問題はない。

　現在、レバノンには、主要な８大学と47の職業教育専門学校があって、それぞれにカリキュラ

ムの違いがあるものの、個人教授ベースで人材教育を行っている。

　大学の観光学科の学生数は全国で 1,500人いるが、毎年 300人が卒業しており、職業専門学校

には 5,000 人が在学、毎年 1,500 人が卒業する。卒業資格は教育省により認定され、証明書が発

行される。学生には、MOT、空港及び旅行代理店等での社会実習により、卒業単位の30％を与え

られるシステムもあり、学生の動機づけにも役立っている。

No．11

標　題 ： MOT 観光運輸に関する調査

日　時 ： 2002 年 12 月 ９日（月）11：00 ～ 12：00

場　所 ： MOT

出席者 ： Dr. Joseph  Haimari（Adviser to the Minister, MOT）

調査団：星野 団員

１　観光バス

（１）観光バスはレンタカー同様、MOT の認可事項で、Decree 4216, Organization of Travel

Agencies and Tourism Transport, Nov. 1972 とDecree 9026（レンタカーに関する修正）, 26 Aug.

1996 によって運営されている。

（２）バス会社設立のためには以下の条件を満たさなければならない。

ア　保証金　500 万レバノンポンド（LL）（3,300 米ドル）。

イ　マネージャーは観光関連科目を修めたもの。

ウ　少なくとも 25 人乗りのバスを 3 台所有していること。

　　（第三者損害保険、職業保証保険をかけていること）。
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エ　駐車場を持っていること。

２　レンタカー

（１）3 年未満の自動車を 30 台以上所有していること。

（２）保証金　3,300 万 LL（2 万 2,000 米ドル）とすべての保険をかけていること。

（３）マネージャーは、観光又は観光運輸に関する学科を卒業しており、５年以上の実務経験を

持っていること。

３　運営状況のモニタリング

　MOTのコントロール部門とツーリストポリスがチェックをしている（不定期）。条件が欠落し

た場合にはチケットが切られる。チケットが 3枚切られると営業免許が取消しとなる。

４　上記Decree には、事務所の最小面積等も記述されている。

No．12

標　題 ： MOTの観光運輸の監督

日　時 ： 2002 年 12 月 ９日（月）12：00 ～ 13：30

場　所 ： MOT

出席者 ： Dr. Joseph  Haimari（Adviser to the Minister, MOT）

調査団：星野団員

１　MOTの責任範囲

（１）法的背景

　レンタカーと観光バスの運営に関しては、 Decree　4216, Nov. 1972, "Organization of Travel

Agencies and Travel Transport" によっている。その後、Decree 9026, 26 Aug. 1996 によって、レ

ンタカーを含むものに改正された。

２　レンタカー

（１）３年未満の自動車を 30 台以上所有していること。

（２）保証金　3,300 万 LL（2 万 2,000 米ドル）とすべての保険をかけていること。

（３）マネージャーは、観光又は観光運輸に関する学科を卒業しており、５年以上の実務経験を

持っていること。
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３　観光バス（Tourist Bus）

（１）25 人乗りプルマンカー以上のバスを最低２台以上所有していること。

（２）保証金を 500 万 LL と、第三者保険を含むすべての保険をかけていること。

（３）マネージャーは、会社経営に関する特別なコースを終了したものとする。

（４）会社専用の駐車場を持っていること。

４　運営状況のモニタリング

　MOTのコントロール部門とツーリストポリスがチェックをしている（不定期）。条件が欠落し

た場合にはチケットが切られる。チケットが３枚切られると営業免許が取消しとなる。

５　上記Decree には、事務所の最小面積等も記述されている。

No．13

標　題 ： MOT及び National Council of Tourism Lebanon（NCTL）の役目

日　時 ： 2002 年 12 月９日（月）12：00 ～ 13：30

場　所 ： MOT

出席者 ： Dr. Joseph  Haimari（Adviser to the Minister, MOT）

調査団：星野団員

１　MOTの成立

（１）法的背景と責任

　MOT は 1966 年の Decree 2166, 29 Mar. 1966 により設立された。

（２）MOTの責任範囲は、観光活動、観光に関する職業及び民間企業の協会の調整、規制及び監

督

（３）観光振興と市場開拓、

（４）観光に関する公的機関として、

ア　観光行政

イ　観光関連法の実施

ウ　ホテルとレストランの監督

（５）MOE と共同で、自然環境保全のための法律、規則の実施

２　National Council of Tourism in Lebanon

（１）Decree 7143, 20 Apr. 1967 により、公共側に協力する民間団体として、海外における観光
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市場振興を目的として設立された。

　しかし、Decree 2829,  15. Oct. 1992 により、Council は解散され、NTCTC のスタッフはMOT

に組み入れられた（しかし、公務員としての身分ではない）。その職務は、

ア　研　究

イ　観光振興

ウ　市場開発

エ　MOT に代わって、開発プロジェクトを実施すること。

（２）2000 年になって、NTCTC は小規模で再開され、以下の業務を主としている。

ア　WTO との連携により、ホテルの格づけに協力すること。

イ　湾岸諸国の旅行オペレータに対するマーケティングと市場振興。

（３）現在は、MOTから NTCTC への資金的支援がなくなり、大臣管轄下の諮問機関となってい

る。

３　近隣諸国との連携

（１）シリアとの２国間協力

　シリアへの観光施設整備、観光運輸、ガイドの技術移転

（２）シリア及びヨルダンとの３国間協力

ア　共同マーケティング

イ　人材開発、能力開発

ウ　年１回の会合

（３）その他の協力

ア　アラブリーグでの、Council of Arab Tourist Ministers

イ　イスラム諸国との協力（純粋な技術協力のみ）

No．14

標　題 ： 観光関連交通インフラ施設整備状況調査

日　時 ： 2002 年 12 月 ９日（月）12：00 ～ 13：30

場　所 ： CDR

出席者 ： Mr. Alain Cordahi（Coordinator of Road Development）

調査団：星野団員

１　道路現況

（１）道路の総延長は、幹線道路、セカンダリー道路及び地域道路を合わせて約 7,000km で、都
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市域内の道路延長は不明。すべてがアスファルト舗装道路である。コンクリート舗装はない。

（２）上記の道路の維持管理は公共事業・運輸省 の責任範囲で、年間予算は 12億 5,000 万米ドル

である。

（３）道路財源

ア　現在、WBと6,000～7,000万米ドルでパイロットプロジェクトを実施することになってい

る。資金の負担率はWB60％、レバノン政府が 40％で検討中である。

イ　一般道路はアラブファンド 80％、レバノン政府 20％の負担で道路建設を行っている。

ウ　南・北・東への高速道路、ベイルート首都圏、都市間道路、主要な道路の建設費は、その

80％をアラブ基金、IDB、WB の融資により建設することを考えている。

（４）道路橋の構造は、健在まですべてPSコンクリートであるが、将来は鋼構造も取り入れてい

きたい。

２　鉄道

　現在、鉄道のリハビリ計画がドイツにより提案されているが、総工費20億米ドルで、とても採

算ベースに乗るとは考えていない。特に、海岸側には高速道路が整備されており、この小さな国

では必要ないと考えている。

　しかし、将来、イスラエルとの和平が成立すれば、エジプトからトルコまでを結んだ国際列車

の可能性は考えられる。

３　航空・空港

（１）現在、航空会社は２社ある。国際旅客を扱っているMEA と貨物専用の TMA。

（２）MEAの所有機はエアバス９機で、その内訳はA321-200 が６機、250 席のA330-200 が３機

である。ヨーロッパ、湾岸諸国、アフリカ等に 29 路線を持って運行している。エールフラン

スとはコードシェア便を運行している。

（３）レバノン政府はオープンスカイ政策を実施しており、ベイルートには、ヨーロッパ、湾岸、

アフリカ、キプロス等29社が乗り入れているほか、駐在事務所のみの航空会社が約15社ある。

（４）空港はアラブ基金の融資で改築され、年間 600 万人の利用が可能となった。昨年の利用客

数は 250 万人であった。

（５）滑走路は、3,800m のものが１本と 3,200m のものが１本で、幅員は両方とも 45mである。

発着回数は１日当たり 120 回で、ピーク時で２～３倍くらいになる。

No．15

標　題 ： 通信・電力インフラ整備状況調査

日　時 ： 2002 年 12 月 ９日（月）12：00 ～ 13：30
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場　所 ： CDR

出席者 ： Mr. Amer Faidallah（Coodinator of Telecommunication）

調査団：星野団員

１　電話整備現況

（１）現在、電話回線が 117 万 1,000 回線と 3,131 のスイッチステーションがある。

（２）携帯電話であるセルラーフォンはレバノン全域をカバーしており、民間も参入して増加の

一途をたどっている。現在の回線数は不明。

（３）携帯電話は、通信省により、国営会社のテレコム・レバノンに取りまとめ、後で民営化す

ることが決定している（いまだ実施されてはいない。時期は不明―政治的理由による）。

２　インターネット

　６か月まえに法律に基づき民間に開放されて、民間のサーバーが独自に開設されており、その

実態は不明である。

３　整備費用

　整備に対する融資は、クウェート基金 ２億米ドルとイスラミック基金 1,600万米ドルによって

いる。

４　将来計画

　プロジェクトの数は多い（10プロジェクトがある）が、通信ケーブル以外実現していない。

５電　力

（１）現在稼動中の発電所の内訳は、

ア　450MVA × ２

イ　70MVA ×２

ウ　１MVA

で、全国にラウンドサーキットが完成している。

（２）バールベック

　小規模な発電所が１か所あるが、とても容量が足りないので、70MVA のガスタービン発電機

１基と、全国送電網からとるための 70MVAの変電所１か所の計画があり、その費用を 500 万米

ドル計上している。
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（３）ザハレ

　全国送電網から取っている。そのため、170MVA１か所と70MVAの２か所の変電所だけで十

分足りている。

（４）カディーシャ渓谷とシダー

　全国送電網から 66MVA の変電所　１か所と地元での水力発電一基でまにあっている。

No．16

標　題 ： CDRのアラブ基金 Manager との協議

日　時 ： 2002 年 12 月 10 日（火）８：30 ～９：00

場　所 ： CDR

出席者 ： Mr. Talaat S. Dada（Fund Manager）

調査団：星野団員

１　CDRで取り扱っている資金

（１）アラブ基金（サウジアラビアの主催する基金）

（２）イスラミック基金 （イスラム教国家により運営されている。メンバー国は 53 か国）

（３）クウェート基金

　上記のうち、アラブ基金とイスラミック基金は利息はない。クウェート基金のみ５％の利息を

取っている。この利息は２～３年に１度見直しが行われる。期間は 20 年の長期。

（４）利用のしかたとしては、イスラミック基金 80％、IDB20％という組み合わせが多い。

２　観光セクターへの融資

　イスラム教のシャリア（宗教上の憲法のようなもの）で、観光への融資は許されていない。（し

かし、本調査による観光開発プロジェクトが、地方インフラ開発、雇用創出、経済開発等、地方

振興の効果を目的としており、レジャー開発ではないことを説明したところ、「それは Rura l

Development ではないか。それなら大歓迎であり、ぜひ協力する」とのコメントを得た）。

３　現在までに行った融資

（１）都市機能整備（ベイルート、トリポリ）に 3,000 万米ドル

（２）下水処理施設整備に 100 億米ドル

４　その他

　レバノンは安定してきており、一人当たりのGDPも高く、投資を検討する民間投資家が多い。
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しかし、国家の債務が大規模であるため、躊躇している。

No．17

標　題 ： ツーリストガイドに関する調査

日　時 ： 2002 年 12 月 10 日（火）10：00 ～ 11：00

場　所 ： MOT

出席者 ： Mrs. Antonia Kenaan（President of Association of Tourist Guides）

調査団 ：星野団員

１　観光ガイド

（１）法律

　Decree 11576, 27 Dec. 1997,　General Conditions to Exploit Tourism Establishment に、ガイド資

格取得、免許予備業務の規定がある。このDecreeは　Decree 15598, 21, Spt. 1970の修正である。

（２）免許取得

ア　大学卒業者で、観光マネジメント、政治・法律、民俗学、歴史、考古学、芸術及び建築等

を学んでいる者が有利である。時には化学、機械等の学生もいて受験はできるが、試験のた

めの科目は自分で勉強しなければならない。

イ　MOT の行う現場でのオン・ザ・ジョブ・トレーニング（OJT ）を含む５～６か月の講習

を受けて、試験に合格することにより、免許が取得できる。しかし、この講習は毎年ではな

く、MOT に予算があるときのみ行われる。

ウ　以前は全国免許と地域免許があったが、レバノンは小さい国なので、全国免許に統一され

た。

（３）免許の更新

　一度取得した免許は５年ごとに更新しなければならない。申請に必要なものは、

ア　更新手数料　　２万 5,000LL

イ　写真

ウ　これまでの免許証

（４）免許を所持するガイド

　全国に約200人いる。語学は、アラビア語に加えて外国語を最低２か国後が必要とされる。フ

ランス語と英語、イタリア語が多い。スペイン語も十分にいる。ドイツ語が極めて少なく、日本

語はいない。しかし、両国語とも観光産業には重要という認識を持っている。
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２　ガイド業

　ガイドはレバノン人であること。これは、「自分たちが自分の国を一番知っている」といる理由

と職業機会の保全のため。シリアとヨルダンのツアーガイドの活動は黙認している。しかし、そ

の他は、レバノン人ガイドが説明し、観光客と同じ言葉のガイドが通訳する（しかし、実際には、

レバノン人ガイドは「いるだけ」という場合が多いものと思われる）。

３　ガイド協会

　民間組織で、会費により運営されている。主な目的は、職業組合と同様で、職業、ガイドの地

位の保全向上である。ロビー活動はあまりしていない。

４　ガイドは代理店の社員と自営とがいる。賃金の最低保証額はない。

No．18

標　題 ： MOTのマーケティング活動

日　時 ： 2002 年 12 月 10 日（火）11：30 ～ 12：15

場　所 ： MOT

出席者 ： Mrs. Leika Khatter（Head of Marketing Department）

調査団：星野団員

１　Marketing Department.

（１）活動目的

ア　ブローシャー作成

イ　情報提供

ウ　フェスティバルとイベントへの支援

エ　海外事務所管理

（２）予算は年間 600 万米ドルで、以下の活動に充てている。

ア　ブローシャー作成

イ　広報フィルム作成

ウ　展示会出展（JATA（日本）、 WT（ロンドン）、 ITB（ベルリン）、 ATM（ドバイ））

エ　大使館の支援による、オペレータ、プレスコンファレンス等のファムトリップ

（３）海外の政府観光局事務所

　以前はパリ、ロンドン、フランクフルト、アブダビ及びカイロに置いていたが、現在は、パリ

とカイロの２か所だけにしかない。
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No．19

標　題 ： MOTの機能

日　時 ： 2002 年 12 月 10 日　（火）　　　12：30 － 13：30

場　所 ： MOT

出席者 ： Dr. Joseph Haimari（Adviser to the Minister, MOT）

調査団：星野団員

１　　MOTの機能

（１）MOTの機能は、Decree 1598,  21 Spt. 1970, Tourist Establishment の Annex と Appendix によ

り、ホテル、コンドミニアム、ユースホステル、キャンプ場、スキー場、レストラン、ファー

ストフード、ナイトクラブ及びパブ等の監督を行う。

（２）また、Decree 4221, 18 Oct. 21, General Conditions for Establish and Exploitation of Tourism に

より、観光関連のビーチ、マリーナ、スキーリゾート、ロープウェイ、ゴルフリゾート、ボー

リング、イベント、フェスティバル及びビューティ･ページェント等すべてのプロジェクト開発

及び施設整備に関する監督を行う。

２　ホテルの格づけ

（１）Decree 4221 及び 1598 の Annex による基準で審査を行う。審査基準は、ア施設、イ規模、

ウ質を判定して格づけを行う。

（２）格づけを行う機関は、MOTの Control Division と Tourist Police で、ベイルートチームと地

方チームに分かれて判定をもとに、以下のメンバーによる委員会の協議により決定する。

ア　ホテル協会会長

イ　レストラン協会会長

ウ　レンタカー協会会長

エ　サービスアパート協会会長

オ　バス・運輸協会会長

カ　旅行代理店協会会長

（３）審査については、前もって委員会がヒアリングを行う。

（４）判定の結果、MOT, Department of Infrastructure and Equipment の書面による命令により、改

善又は格下げを通告する。

（５）しかし、この判定を行うスタッフには、技術的経験と知識が不足しており、ホテルにさえ泊

まったことがない。このような判定には問題がある。技術を持った民間機関に任せるべきであ

る。そのため、2003年からは新しい組織により実施されることになる。レストランの判定に関
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しても同様の問題がある。

（６）問題は、建設後にホテル営業の許可申請と登録が行われることで、審査が遅すぎる。設計

段階と完成後の審査により、登録と格づけを行うべきであると考える。

３　MOTの Tourism Development Department

　観光開発にかかわるすべての問題と課題に対処する。

４　Service Department の役目

（１）情報提供、アテンド及び表敬

（２）アポイントメントのアレンジ

（３）一般的な安全確保

（４）到着観光客への支援

（５）政府要人、MOT へのデリゲーションのサポート

５　ツーリスト･ポリス

（１）Decree 10339, 23 May 1975 により設立され、以下の責任を受け持つ。

ア　Department of Control の支援

イ　観光客の安全確保と援護

ウ　苦情、陳情の受付窓口

エ　観光情報提供

オ　MOT の地方事務所の支援

（２）身分は、国内公安要員で、内務省に属しているが、観光大臣の管轄下にある。

（３）現在、24人がMOTに勤務している。駐在はベイルートのみ、地方には必要に応じて派遣さ

れる。

No．20

標　題 ： Association of Tour Operators and Agencies

日　時 ： 2002 年 12 月 10 日（火）16：00 ～ 17：00

場　所 ： Mr. Raja Kurban（President of the Association）

出席者 ： Dr. Joseph Haimari（Adviser to the Minister, MOT）

調査団：星野団員
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１　協会の目的

　協会は、業界の保護と監督を行うことを目的としている。ロビー活動も行う。

２　協会のメンバー

　現在約 350社であるが、この内、オペレータが 15～ 20社で、代理店が 330社である。協会が

設立されたのは 1967 年で、当初のメンバーは 71 社であった。

　業界全体では700社ぐらいあるのではないか。これはレバノンの人口に比して非常に多く、乱

立状態といえる。今後は数を制限していくべきである。

３　Kurban 社が扱った旅行者数

　2001年には約４万人を扱った。主として、ヨーロッパのNeckermannや kuoni 等からの客をラ

ンドオペレータとして扱った。

４　今年のレバノン観光

　米国同時多発テロの影響で、アラブ人の米国、ヨーロッパ、アジアへの旅行取りやめの結果が

レバノンに向かってきたことから、レバノンへの観光客はむしろ増えている。しかしヨーロッパ

からの客は減った。

５　レバノン観光の強さと弱さ

（１）強さ

ア 文化的多様さと、東洋と西洋の文化の混合。

イ 英語、フランス語、アラビア語等多くの言葉が通じること。

ウ 景観、自然条件の多様さ。

（２）弱さ

ア 地域の政治的状況の不安定さ。

イ 地域の「危険」のイメージ。たった一発の弾丸がすべてを壊してしまう。

ウ 市場開拓の活動が限られている。

（３）今後の課題

　イメージを変えて行く努力をするべき。メディアや代理店へのファムトリップを増やすこと。

特に、平和と安全を強調すること。そうすれば、旅行者は必ず増えると思う。

No．21

標　題 ： Handicraft Industry
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日　時 ： 2002 年 12 月 10 日（火）16：30 ～ 18：00

場　所 ： Handicraft Shop（L'Artisan du Liban（NPO））

出席者 ： Mrs. Maya Eid（Owner）、Dr. Haimari（Adviser to the Minister, MOT）

調査団：星野団員

１　L'Artisan du Liban の目的

（１）NPOとして、

ア　伝統を生かした、市場性のあるモダンな製品づくり

イ　製作技術向上により、製品の質を向上すること

ウ　製品のバラエティを広げること

エ　地方の製作者に仕事の機会を増やすこと

オ　製作技術を地方の製作者に普及すること

　そのために、自分でデザインして、時には何日もつきっきりで指導することもある。

（２）作品のイメージ

ア　サイズが適切であること

イ　現代の生活様式にマッチすること

ウ　必ずしもレバノンにこだわらない。シリア、ヨルダン、アラブをひっくるめて、「オリエ

ンタル」のイメージを広めていく。

２　地域の工芸品

（１）カディーシャ渓谷には特に目立った製品は今のところはない。

（２）ベカー地域は刺繍が有名。

　しかし、今後、新たな製品づくりを各地で開発していくことは可能と思われる。

３　輸　出

　特に輸出はしていないが、パリに支店があり、多くの販売実績をあげている。そこでも、テー

マは「オリエンタル」で売っている。

４　今後の課題

（１）製品の種類と量を増やすことにより地方での工芸品製作を広げていくこと。

（２）製作者の作成技術と製品の質を上げていくこと。

（３）量を増やして、「オリエンタル」のイメージを広げていくこと。
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No．22

標　題 ： 遺跡の利用

日　時 ： 2002 年 12 月 11 日（水）10：00 ～ 11：00

場　所 ： Ministry of Culture Department of Antiquities

出席者 ： Mrs. Joumana Nakhale（Archaeologist）

調査団：星野団員

１　遺跡の利用

（１）文化省の方針として、文化的利用は許可しているが、商業的利用は許可しない。その理

由は、入場目的が文化から外れると遺跡へのレスペクトが失われ、遺跡が破壊される可能性

があるから。

（２）現在行っている、バールベックフェスティバルでは、遺跡内にステージと客席を建設し

ているため、遺跡を見に来た人達から苦情が出る。そのため、常設にして継続的に催し物を

することができない。

（３）ローマ劇場のあるところなら可能であろうと思う。

（４）ニーハでは、神殿のステージを利用してコンサートを行ったことがある。

２　遺跡の維持管理

　入場料はMOTにより国庫に入ってしまい、遺跡保存局（DGA）のためには使えない。DGAの

予算には、遺跡補修のプロジェクトがあるが、それらはDGAへの予算内だけのことしかできな

い。その他の収入はない。

No．23

標　題 ： タクシーと公共交通バス

日　時 ： 2002 年 12 月 11 日（水）11：30 ～ 12：00

場　所 ： Ministry of Public Work and Transport

出席者 ： Dr/ Elias M. Choueiri（Engineer）

調査団：星野団員

１　公共交通機関

ア　タクシー ３万 2,300 台

イ　マイクロバス  4,000 台

ウ　サービス ３万 2,300 台
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エ　バ　ス 2,461 台

オ　ミニバス 4,000 台

２　タクシー

　営業許可に関しては内務省（Ministry of Interior）の管轄である。公共事業・運輸省は運行の

監督のみを行っている。タクシーの組合はあるが、民間団体である。

３　バス

　ベイルート市内には２社がバスの運行を行っている。1998 年のデータでは、

ア　Lebanese Bus社は公社で、ベイルート市内と郊外で24系統の路線を持っており、185台のバ

スを運行しており、ベカー地域には15系統の路線を運行している。年間の利用乗客数は1,400

万人、収益は 70 億 LL で、バス１台当たりの従業員数は 3.8 人である。

イ　もう１社は民間のLebanese Commuting Companyで、ベイルート市内に12系統のバス路線を

運行している。年間の利用乗客数は 1,800 万人、収益は 90 億 LL、バス１台当たりの従業員数

は 2.4 人である。

No．24

標　題 ： 関連プロジェクト、対象地環境調査のスコープの検討、Questionnaireの回答に関する

協議、

　　　　　　ヒアリング、関係機関のアポ等

日　時 ： 2002 年 12 月９日（月）７：50 ～８：10

2002 年 12 月９日（月）12：45 ～ 13：15

2002 年 12 月 10 日（火）８：00 ～９：15

2002 年 12 月 11 日（水）８：00 ～８：30

場　所 ： CDR

出席者 ： Dr. Jaoudat E. Abou Jaoude（CDR）

調査団：佐阪団員

１　関連機関について

（１）環境保全に関係するスキーム

　環境保全上、直接関係するスキームとしては、国連教育科学文化機関（UNESCO）－文化省遺

跡保存局（DGA、MOC）による世界遺産があるが、その他に、保護区、保護林指定の環境省（MOE）

や農業省、村落開発及び土地利用計画等で関係する公共事業・運輸省の都市計画局（DGUP）、地
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方行政と地域の有識者等による渓谷保護委員会等、環境・風土・歴史遺産・景観保全等で注意す

べき機関は多い。おおむね、以下の機関があげられる。

ア　MOE

　保護区の指定と管理／環境影響評価（EIA）の審査／レバノン環境年報を作成／環境保全基

準（Code of Environment の省令準備中）

イ　CDR

　各種調査の調整役／各関係省庁や関係者、ステークホルダーへの窓口、案内役／国の優先プ

ロジェクトでは、CDR の権限・執行権が各省庁より優先される。

ウ　公共事業・運輸省の都市計画局（Directorate General of Urban Planning, MOPWT）

都市部、村落部ともに都市整備、街の整備に関係する。

エ　DGA、 MOC

　文化財保護・管理／カディーシャ渓谷、UNESCO世界遺産指定地のレバノン国側の連絡機関

は DGA、MOC。

オ　UNESCO

　世界遺産を指定している。バールベックとカディーシャ渓谷。

キ　カディーシャ渓谷保護委員会（Committee for the safeguard of the Qadisha）

　ジュニエにあるカソリック大学の学部長を委員長として、カディーシャ渓谷の自然社会環

境・景観の保全を目ざして、活動をしている。

２　関連プロジェクトについて

（１）国土基本計画（National Physical Plan for Lebanon）

　CDRの主導で、この計画づくりが進められている。全 20か月の調査で、2002年 4月に開始し

て、８か月めに入っていた。ちょうど、本件調査と同時期の調査となるが、各省庁の開発計画の

上位計画となるものだということなので、本格調査中は、この計画の策定内容に関心をはらって

おくべきものである。

（２）国連砂漠化防止条約（UNCCD：United Nations Convention for Combating Desertification：）

のレバノン国家行動計画 （Lebanese National Action Programme）

　この活動計画の策定に関する最終報告書ドラフトが2002年 12月に出されている。ただし、ま

だ終了していないので、中身は見られず、表紙と目次だけコピーをもらった。主務機関は、レバ

ノン側は農業省、国際機関として UNCCD、GTZ 及び UNDP が関係している。

　この中で、レバノンの自然概況（気象、地理・地形要素、水バランス、土壌・表土、陸地植生、

人口ファクター、植生被覆及び農業慣行等、砂漠化に広く関連している基本条件が扱われてい

る。また、レバノンで砂漠化の危険がある地域の筆頭に、北部ベッカー平原があげられている。
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　自然概況情報については、本件にも参考になるものと思われる。

２　質問票回答について

　まだ準備できておらず、直接ヒアリングをする時間もJaoude氏側が取れなかったので、後ほど

メール送付してもらうことになった。

３　対象地環境調査のスコープについて

　DGA、MOC、MOE、渓谷保護委員会等とのヒアリングと、Jaoude 氏との検討の結果、以下の

ような計画案を示し、同氏の同意を得た。

（１）ブシャーレ郡（シダー及びカディーシャ渓谷）について

ア　シダー及びカディーシャ渓谷を、ひとつの統合した渓谷地域としてとらえ、全体的な風土

の保全を目的とする。

イ　カディーシャ渓谷は、断崖の渓谷部（文化遺産はこの部分に集中）、断崖上部の比較的な

だらかな傾斜面（トラバース用幹線道路はこの部分を通り、住宅地と町並みがある）、稜線

部によって、仕切られている。

ウ　渓谷の面積は、世界遺産の指定地を示す地図から、概略計算したところ、15.21 km2。

エ　調査内容：動植物調査（多様性・重要種の同定、分布図）、水質調査（住宅地より低い部

分；表流水と湧き水を各 5サンプル；基本項目とアルカリ度、油分、大腸菌群数、生物化学

的酸素消費量（BOD）、科学的酸素消費量（COD）、懸濁物（SS）、窒素分、りん分、主要イ

オン等；人口密度の違うサイト間の比較）、大気調査（NOx、 SOx、 オゾンと浮遊粒子状物質

（SPM）；道路沿いに５地点 48時間連続測定；周辺植生の状態と比較；汚染負荷許容量の推

定）、年間 10 万人の旅行者が渓谷を訪れた場合の影響スコーピング（水質、大気質、騒音、

廃棄物、社会影響等）、土地利用ゾーニング（保護区域、活動区域、商用区域、住居域等）、

必要な対策と計画（責任機関、コスト、実施スケジュール等）

（２）バールベック郡及びザハレ郡の地域について

　この地域には、際立った自然はない。面積はカディーシャ渓谷よりずっと広い。また、観光計

画の本体も、現在はまだ具体化していない。このような前提で、この地域での環境調査は以下の

ようなものを提案した。

ア　全体地域を概観的にスクリーニング、スコーピング（重要自然、重要文化財、社会的な変

化に敏感なコミュニティの同定；（想定F/Sは保留）予想される負の影響のスクリーニング；

影響規模の予測）

イ　必要な対策計画（２つの想定ケースで）

（ア）市街地から岡の上の遺跡まで 1.5 km の遊歩道と関連設備を作る事業の場合
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（イ）都市交通体系の改善と観光客向け街路整備等を含む１ km2 の都市整備事業

ウ　それぞれに必要な対策と計画（責任機関、コスト、実施スケジュール等）

４　現地再委託調査について

　CDRと環境省の関係業者を、Jaoude氏に調べてもらい、上記３の調査内容をベースに、ローカ

ルコンサルタントに対する調査票を Jaoude 氏より送付してもらった。

No．25

標　題 ： レバノンと対象地の環境法制度・保全に関するヒアリング

日　時 ： 2002 年 12 月９日（月）８：30～ 10：00

場　所 ： MOE

出席者 ： Ms. Lamia Chamas（Head, Dep. Conservation of Nature, MOE）、

Ms. Lara Samaha（Biologist, Dep. Conservation of Nature, MOE）、

Ms. Rola Sheikh（MOE）、Ms. Tomal Moussallem（MOE）、

Ms. Lina Yamout（MOE）、Dr. Jaoudat E. Abou Jaoude（CDR）

調査団：佐阪団員

１　自然保護区について

（１）保護区（Protected Area もしくは Nature Reserve）と自然公園（Natural Site）

　レバノン全体で、保護区は７か所ある。Protected AreaもしくはNature Reserveと呼称されてい

る。レバノンはこの 7つの保護区を個別法（Law）で指定し、他の数箇所（Natural Sites）を省令

指定地としている１。

　現在、保護区基本法（Framework Law of Protected Area）の制定の準備が進んでいる。これが

成立すれば個別法でなく、基本法により保護区の管理体系が規定される予定である。

　カディーシャ渓谷は保護区ではないが、Natural Site として、省令で指定されている。Natural

Site では、一定の制限内の活動が許されている。Protected Area（Nature Reserve）として指定さ

れた場合は、住宅建設、インフラ事業及び文化活動等一切の土地利用が禁止される。バールベッ

ク、ニーハ及びザハレについては、自然保護の対象地域ではない。

（２）保護林

　農業省が重要な森林を保護林として指定している。1996 年、農業省は全国生物多様性調査
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（Biodiversity Country Study）を実施している。本格調査時に参考になると思われる２。

２　環境影響評価（EIA）制度について

（１）法制化

　Law No.444（2002年７月制定）により、EIAが法に明記された。それまでは、法によるEIA実

施の拘束力はなかった。事業実施機関の社会規範、社会倫理、良心に基づいて実施されていた。

（２）実施体制

　今後は、MOE内の常設室（Unit）と対象事業ごとに設置される委員会（環境省の専門家、コン

サルタント等外部の専門家を中心とした構成）でEIA審査を実施していく。将来は、EIA調査を

実施するコンサルタントを登録制にし、リスト化する予定である。

（３）環境保全基準

　現在、Code of Environment という環境保全基準づくりが進められている。新しい Decree によ

り、将来発効する予定。このコードの中でもEIAの章があるということ。現行のEIAの判断基準

（Criteria）は、英国マンチェスター大学の教授が作成したものを仮に使用している。他に、米国

環境保護庁（US Environmental Protection Agency：USEPA）や国際機関のガイドラインを参考に

しているという。

（４）執　行

　Law No.444 により、プロジェクトが承認されるためには、影響評価書の提出が必要になった

が、具体的なEIAプロセスについては、まだ規定が準備できていない。しかし、環境影響調査の

スコープを決める段階や、スコーピング段階では、環境省の担当部署とプロジェクト情報を共有

し、MOE側の合意を得ながら調査を進めるのがベストである。同省へのコンタクトは、CDRを

通じて行えばよい。

（５）罰　則

　MOE には強制執行の能力はないので、地方自治を管轄する内務・地方自治省（Ministry of

Interior and Municipalities）との連携が重要になる。

３　環境年報（State of the Environment）の発行

　印刷物と CD-ROMで、環境年報を発行している。部数が限られるので、販売はされていない

が、政府機関や国際機関、他国の大使館等に配布している。情報量は多い。収集資料として、CD-

ROMの提供を受けた。

No．26

標　題 ： 世界遺産サイトについて（カディーシャ渓谷、バールベック遺跡）
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日　時 ： 2002 年 12 月 ９日（月）13：30 ～ 14：00

場　所 ： UNESCO

出席者 ： Mr. Joseph C. Kreidi（世界遺産当該サイト担当、Construction Eng. Projects Manager）

Dr. Jaoudat E. Abou Jaoude（CDR）

調査団：佐阪団員

　UNESCOは、カディーシャ渓谷３とバールベックを含め、レバノン国内で５か所を世界遺産に

指定している。UNESCOからは、世界遺産登録後、実際の保全のための資金供給はほとんどない。

また、面会をしたのは、当該登録担当者だったが、登録申請時にパリ本部に取り次いだ後、現地

のフォローアップは十分でないことがうかがえた。担当者であるにもかかわらず、現在の現地情

報はほとんど知らず、関係資料類についても、いつでも使用できるよう手元に整理した状態にな

かった。したがって、カディーシャ渓谷等の指定地の地図や具体情報は、全くといってよいほど

得られなかった。

　登録指定後のモニタリング活動も定期的にはなされていない。カディーシャ渓谷では資金が得

られないために、UNESCO関連では保全のためのプロジェクトは手つかずになっている。

　一方、指定地の開発や調査については、かなり厳格で、原則としては開発行為には反対の立場

を取っているという。調査の際には、CDRを通じて、慎重に合意形成を図っていくことが必要で

ある。

No．27

標　題 ： カディーシャ渓谷について（UNESCOサイトと文化省遺跡保存局の観点から）

　　特に、サイトの境界の確認

日　時 ： 2002 年 12 月 10 日（火）９：30～ 11：00

場　所 ： 文化省遺跡保存局（Directorate General of Antiquities, MOC）

出席者 ： Ms. Samar Karam

Dr. Jaoudat E. Abou Jaoude（CDR）

調査団：佐阪団員

１　文化遺産の指定地

　本調査に関係するところでは、バールベックのローマ遺跡はUNESCOによる世界遺産の指定地

となっている。カディーシャ渓谷は、断崖に点在するマロン派修道院等の保存等の目的で、渓谷

部全体がUNESCO による世界遺産の指定地となっている。
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２　カディーシャ渓谷について

（１）カディーシャ渓谷は、断崖部、断崖上部の比較的緩やかな斜面に分かれる。断崖部に文化

遺産とされる修道院等が点在する。世界遺産指定地は、この断崖部である。断崖部には、11～

12家族が果樹等の栽培で暮らしている。断崖上部の斜面には、渓谷を南と北で囲むように伸び

るトラバース道路がある。また、道路沿いに、街と住宅が点在する。

（２）観光開発計画のための環境調査の空間的範囲について

　文化省遺跡保存局のKaram氏、CDRの Jaoude 氏と３人で検討した。前記のように、渓谷全体

は、断崖部と断崖上部の斜面の境界、斜面のトラバース道路、斜面上の稜線が、自然もしくは人

工的な物理境界と認められる。これらの境界線を利用して、調査範囲を規定することで同意が得

られた。

　また、DGA、MOC が主管するのは、断崖の文化遺産指定区域だが、保護指定区域の保護を実

現するために、住宅地、土地利用区域との間にバッファー・ゾーンを設ける配慮について、Karam

氏から言及があった。

（３）渓谷に関係する研究・調査団体

　同渓谷については、様々な団体、機関が行動しているが、DGA、MOC では次の２つの団体が

関心を持っていることに言及した。

ア　洞窟学委員会（Committee of Speleology）

イ　レバノン地下調査研究グループ（GERSL： Group of Underground Studies and Researches for

Lebanon）

３　現地地図

　文化省遺跡保存局には、UNESCOサイトの指定地図の原版があるものと期待されたが、オリジ

ナルの所在をKaram氏も把握していなかった。コピー地図を収集資料としていただき、議論した。

また、DGA、MOCは、全国の２万分の１地図を所有しているが、一部のみなので、ここでのオ

リジナル地図資料の収集は難しい。レバノンでは、２万5,000分の1、５万分の１という日本の縮

尺体系でなく、２万分の１とその倍数が基準になっている。

　オリジナル地形図が必要な場合、国防省地形局（Geographic Affairs at Ministry of Defense）で

購入できる。方法は、15～20日前に購入申請レターを提出する。この作業はCDRの支援で容易

になる。

No．28

標　題 ： カディーシャ渓谷保護委員会の委員長へのヒアリング

日　時 ： 2002 年 12 月 10 日（火）15：00 ～ 15：45
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場　所 ： Saint-Esprit de Kaslik 大学 （USEK）

出席者 ： Mr. Alexis Moukarzel（Dean, Faculte des Beaux-Arts et des Arts Appliques, USEK）

Dr. Jaoudat E. Abou Jaoude（CDR）

調査団：佐阪団員

　カディーシャ渓谷には、多くの団体が関心を寄せているが、その１つにカディーシャ渓谷保護

委員会（Committee for the safeguard of the Qadisha）がある。ジュニエにあるカソリック大学の

学部長（Moukarzel教授）を委員長として、カディーシャ渓谷の関係市町村長、NGO（ローカル／

インターナショナル）、土地所有者等で構成される。カディーシャ渓谷の自然社会環境・景観の

保全を目指して、活動をしている。

　Moukarzel 教授によれば、保護委員会では、有機農法の話題、有機農業等を観光に取り入れる

話（Agri-tourismとして、レバノンではその可能性が話題になっている）、道案内と道標や遊歩道

の設置、ホステル・センター、ゴミ処理施設とゴミのリサイクル利用（コンポスト化）等が意欲

的に議論されている。まだ、技術的には素人集団なので、現実的可能性と非現実的な話の区別は

明確でないが、少なくとも彼らには地域に根づいたツーリズムと渓谷保護のアイデアをいくつも

持っていた。持続可能な観光開発を考えるうえで、本格調査では調査団との意見交換に有意義な

団体である。
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９．ワークショップの記録

ワークショップの記録

－　S/W協議に向けて　－

１　日時：11月 28 日（木）、29日（金）

２　場所：観光省（MOT）の 2階会議室（S/W署名の会議室と同じ）

３　手法：プロジェクト・サイクル・マネージメントPCMによる参加型ワークショップ形式（関

係者分析、問題分析、目的分析）

４　参加者：

　レバノン側から 13名（内訳は、MOT５名、復興開発庁（CDR）１名、公共事業・運輸省都市

計画局１名、環境省１名、文化省遺跡保存局 1名、投資促進庁（IDAL）１名、ホテル業界２名、

旅行代理店業界１名）、日本側はファシリテーターを含め５名（事前調査団員5名）。参加者リス

トはM/Mの APPENDIX-4 を参照のこと。

５　ワークショップの進行と分析過程

　初日の分析過程は、やや困難なものだった。初日は、ワークショップ実施の制約条件がいくつ

９：15

９：45 ～ 10：15

10：15～ 10：45

10：45～ 11：10

11：10～ 11：30

11：30～ 12：10

12：30～ 12：45

12：45～ 13：30

参加者の集まりが悪く、予

定どおり開始できず

簡単な趣旨説明とOHPによ

る手法説明

中　断

（調査団の大臣との面会）

参加者自己紹介カード

プロジェクト概要の説明

（観光省顧問Dr. Haimari）

簡単な関係者分析

Break （15分休憩）

日本側が理解した問題系

図の提示

問題分析

（問題系図の作成）

９：00～９：30

９：00 ～ 10：00

10：00 ～ 10：30

10：30～ 10：45

10：45～ 11：50

11：50～ 12：00

12：00

12：15～ 13：30

調査団による問題系図の整

理

問題系図の完成

問題系図の全体検討

Break （15分休憩）

目的分析

（目的系図の作成）

Break （10分休憩）

目的系図とS/Wの比較

目的系図を踏まえたS/W内

容についての検討

28日 29日
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かマイナスに働いた。

・ MOT の次官、続いて大臣との面会等で、ワークショップの開始時間帯が曖昧になり、非常に

気持ちがルーズになった状態で始まったこと。

・ 準備期間が短いものだったので、参加者も急遽動員されて、心理的な準備がなかったこと。

・ PCM等参加型ワークショップ手法を実際に経験していた人はいなかった一方、参加者に準備

をさせる時間がなかったこととワークショップ自体の時間的制約のため、手法説明やプロジェ

クト概要の説明が十分できなかったこと。特に、後者の理解が十分でなかったことは、問題の

対象・議論の対象を曖昧にしたことで、マイナスに働いた。

　しかし、原因と結果を論理的に体系づけて並べることにより問題を分析していくという手法は、

全般に好意的な反応だった。また、実際に書いてみることで、互いの認識の誤差が明らかになる

ということにも、参加者が気づいた様子が見られた。

　日本側が今回の趣旨と時間上の制約から、問題系図のたたき台を最初に提示したことは、大枠

の議論でレバノン側の発想の範囲を縛った点は否めない。時間が十分あるなら、できれば避けた

い方法である。しかし、彼らに何について考えるべきか話題の対象や焦点を示し、議論が空中分

解する危険を回避し、効率的な議論を導いたという意味では評価される点もある。短時間で正式

文書の議論に繋げるという目的の下では、仕方のない方法かと考える。

　初日終わった時点で、日本側が系図案を調整することの許可をレバノン側参加者から得て、夜

のミーティングで系図案を再検討し、２日目は日本側参加者がワークショップのなかでより積極

的な役割（系図作業、場の運営に対して声と行動を増やした）を果たした。

　その結果、レバノン側参加者も考えを系図に反映したという満足感を得られつつ、日本側の分

析も反映した系図案を形成することが可能になった。

　ワークショップに対する印象をカードに記してもらったが、手法に対する好意的な反応が多

かった。否定的な反応は特になかった。参加者の問題としては、保護林を管轄する農業省の担当

者を招くべきだったというのが、事後の反省点になった（補完調査でヒアリングを依頼したとこ

ろ、要請レターなしでは応じられないと、調査に対して閉鎖的な回答があった。ワークショップ

に招かなかったのが遠因だろうというのがカウンターパート（C/P）の解釈だった）。

６　関係者分析（図―１参照）

　まず、本計画の中核となる機関として、次のような機関があがった。

・ MOT（観光省）、CDR（復興開発庁）、DGU（公共事業運輸省・都市計画局）、DGA（文化省遺

蹟保存局）、MOE（環境省）。

最初の２機関は本調査のC/P、他の３機関は、土地利用計画と、文化財保護、自然保護区等の地

域環境保全に関係する機関である。
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次に重要となる関係グループには以下のような機関があげられた。

・ Ministry of Interior（内務省）、Concerned　Municipalities（関係地方都市）、Ministry of Public

Works and Transport（公共事業運輸省）、IDAL（投資促進庁）、Tour Operators dealing with Eco-

tourism（エコツーリズムを扱う旅行業者）、Concerned NGO（関係するNGO）、日本側ではJICA

（国際協力事業団）、法制度面で機関名ではないが Decree by the Inter Ministerial Committee for

Tourism（観光に係る閣僚委員会の制定法）というカードも示された。

　内務省は地方自治・地方行政を管轄する官庁、それと関係してプロジェクトサイトとなる関係

地方都市が重要な役割を担っているという認識が、レバノン側から示された。他に、インフラ整

備に関係する公共事業・運輸省とエコツーリズムにレバノン側の関心が高いことが示され、法制

面にもC/Pの認識は及んでいた。一方、IDALのカードは日本側から出されたもので、レバノン

側にはIDALの関与は時期的に少し早いと言う印象があるようだった。日本側からは、早期から

IDAL と協力していくことの重要性が伝えられた。

　また、対象地域の観光開発に関係する機関として、次のものがあがった。

・ Ski Resort Association（スキーリゾート協会）、KTS Travel Agebcy（KTS旅行代理店）、Riviera

Hotel（リビエラホテル）、Airlines（航空会社）、Tour Guide in Lebanon（国内旅行ガイド））

　ワークショップ参加者に入っていた特定の会社のほかに、旅行ガイドのカードがでたのは興味

深い。スキーリゾート協会は、シダー地方の観光資源との関係で出されたもの。航空会社は日本

側参加者からの指摘である。

　そのほか、国内の関係機関として以下の機関名が挙げられた。

・ Direction Statistiques et Etudes（統計・調査局）　Directorate of Geography of Army（陸軍地理

局）、Academic Institution with respect to Training & Capacity Building（研修と人材育成に関し

て教育機関）、Mass Media（マス・メディア）、Ministry of Industry（工業省）

　前２者は、統計情報と地図作成に関する部署であり、教育機関は観光サービス業に携わるホテ

ルパーソン等の教育研修の重要性が認識された結果である。

　さらに、関係する国際機関として、WTO（世界貿易機構）、UNEP（国連環境計画）、UNDP（国

連開発計画）、UNESCO（国連教育科学文化機関）等が挙がり、融資機関として、World Bank（世

界銀行）、IFC（国際金融公社）、Financing Institutions（融資機関）があげられた。UNESCOは世
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界遺産サイトの登録母体、世界銀行は本調査対象地のバールベックに関する遺蹟保存を中心とす

る都市整備計画を考慮中である。

　最後に、日本側のMOFA of Japan（日本国外務省）、MLIT of Japan（国土交通省）が関係し、

Japanese Tourist（日本人観光客）、Japanese Travel Agencies（日本の旅行代理店）等日本人観光

への期待を示すカードもあった。

　時間的制約から、更に詳細な分析はできなかったが、レバノン国内の機関に関するカードにつ

いて、情報を共有した点に意義が認められた。

７　問題分析（図―２及び図―３参照）

　 'Tourism income is small in amount' が中心問題と考えられる。中心問題のカード、中心問題

のすぐ下のレベルのカードである 'Tourist expense per capita is small'、'The number of interna-

tional tourists arrivals has not yet recovered to the level of prewar days'、そして、もう一段下のレ

ベルのカードである 'Hotel income per capita tourist is small' 'Shopping expense per capita tourist

is small' 'Local restaurants for tourists are not available' 'Attraction of tourist sites is insufficient'

'There are strong competition of market in the region' 'Lack of image building overseas'、及び中心

問題のうえに置かれたカード等系図の主たるフレームは当初日本側が提示した系図案（図―2参

照）と、初日夜の団内ミーティングで検討された調整案に落ち着いた。そういう意味では、「５．

ワークショップの進行と分析過程」で述べたように、日本側で当初提示した案がレバノン側の発

想に制約を与えてしまった。網掛け部は、観光省が「回復しつつある」というニュアンスにこだ

わった結果による。

　しかし、レバノン側参加者は、直接のC/Pを除けば、計画に対する予備知識がなく、MOT内で

も直接の担当者以外はあまり計画内容を理解していたわけではないので、限られた時間の中で、

フレームを変えるほどの、あるいはそもそもフレームを構成するだけの構想を期待するのは困難

でもあった。また、簡単な系図案を示したことにより、レバノン側の参加者が問題系図に取り組

みやすくなったという肯定的な点も評価されてよいだろう。

　レバノン側のカードは、更に下の段で、具体的な現象や事実認識に関するところで活発に出さ

れた。'Goods and services are expensive' 'The territorial constraints exist' 'Services level is not

satisfactory to attract more tourists' ' Touristic site improvement is insufficient' 'Service level is not

suitable comparing to the price' 'Eco-tourism is not sufficiently established yet' 'New touristic

products like Phoenician road is lacking' 'Education on health tourism programs is lacking' 'Urban

plans are not implemented' 'Promotion and marketing budget does not exist for MOT'等は基本的に

レバノン側から出されたカードである。
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　一方、当初の日本側案にあった 'M/P has not specified concrete development measures' をめぐ

り、レバノン側から'Planning and coordination among authorities are lacking' 'Coordination between

public and private sector is lacking' 'Advices from specialized firms are lacking' 'Existing tourism

legislation and hotel classification are out of date' 等、法制度、組織制度、民間との連携等に関す

る興味深いカードも出されている。このような側面についての認識がレバノン側に認められるこ

とは、今後計画を進めていくうえで、心強い味方であるといえよう。

　ほかに、レバノン側からのカードとして、'Objection M/P has specified concrete development

measures. AVENIR is only a summary' 'No, we do have many kinds of tourism culture, sea,

mountains and natural sites'等現状を否定的に表現することに対する抵抗を示したカード、'Tour-

ist arrivals are increasing at a rate of 10 to 20 % per annum'のように担当部局としての実績を肯定

的に表現したいというカード、'The behavior of vendors in terms of the margin of profit is negative

toward tourists' 'High operating expenses'等民間に問題があるとしたカード等、担当行政官庁とし

て責任はないとしたい心情が見られた。これらは、問題カードというよりも、事実説明、補足説

明に近いカードであった。

　問題分析では、旅行業のサービス、旅行施設・土産品の種類等、日本側が問題点として提示し

たカードに、レバノン側からの抵抗が当初目立った。当事者として、観光振興はしたいが、旅行

資源や観光設備に問題があるとは認めたくないというアンビバレントな気持ちが問題分析過程に

反映された。

　全体のフレームは、かなり調査団側の整理によるところが大きいが、レバノン側に確認しなが

らの作業であり、彼らの系図全体に対する理解と同意も確認して、系図案を終了した。

８　目的分析

　目的分析は、時間が更に押していたので、問題系図の裏返しが中心だったが、それでも全参加

者がカードの提示に参加した。

９　S/W調査内容の検討

　その後、２日間の作業と系図を振り返りながら、S/Wの内容について、正式協議の下準備とし

ての検討の場を持った。S/W協議に向け、対象地域、対象FSの問題等、協議のSensitive な部分

がどこか、両者が基本的に何を望んでいるか、ここである程度議論が絞られた。
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10．事前評価表

（１）現状及び問題点

　レバノンは、国土面積は10万452kmと岐阜県ほどの広さであるが、バールベック、アンジャ

ル、ビブロス及びスール等５か所のユネスコ世界遺産をはじめ、数多くの自然遺産・文化遺産を

有する国である。観光産業は、1975年に勃発した内戦以前はGDPの20％を占めるほどの同国の

主要産業であったが、内戦により大きく衰退した。1990年にようやく内戦が終結し、それ以降主

要なインフラの整備等様々な国家復興作業が進められているが、鉱工業資源をほとんど有しない

レバノンにとって、上記のような遺産は貴重な資源であり、これらを活用した観光産業の再興を

急いでいる。

　この背景には、レバノン経済が巨額の貿易赤字及び財政赤字に悩んでいる現状がある。貿易赤

字については、消費財の70％を輸入に依存せざるを得ない構造的な問題を抱えているが、対外資

本流入及び海外レバノン人からの送金等により国際収支を黒字に保っている状況である。財政赤

字については、公的債務額がGDPの140％相当もあり、国家経済運営に深刻な悪影響を及ぼして

いることから、現在、経済発展に向けて、公務員削減及び国営企業民営化等、様々な行財政改革

が実施されているところである。

　このような中で、内戦後の安定化に伴って観光産業は回復しつつあり、同国の厳しい経済情勢

の中でほとんど唯一順調に成長を遂げている産業である。しかし、それでも2001年でようやく

GDPの 6.7％を占めるに留まっていることから、同国の豊富な観光資源をより積極的に活用し、

国家の主要産業へ成長させることが望まれている。レバノン政府としても、毎年2月の観光フェ

スティバルの開催、ベイルート国際空港のハブ空港化を目指したオープンスカイ政策の導入、同

空港の整備、及びフランス語圏サミットをはじめとする国際会議の開催等、観光客誘致のための

施策を徐々に実施しているところである。

　このようなレバノン側による観光振興政策のもと、本件開発調査は、レバノン国内の各地域の

特性を活かしつつ、環境に配慮した、持続的な地域観光振興を目指して要請されたものである。

これを受け、JICAは2002年11月～12月にかけて事前調査団を派遣し、同12月にS/Wの署名・

交換を行った。

（２）国家開発計画、地域開発計画、分野別計画などの計画と当該案件の整合性

　低迷の続くレバノン経済の再生を最優先課題として2000年に発足した第4次ハリーリ内閣に

おいて、観光産業の振興はレバノン経済活性化の切り札の１つとして位置づけられている。

　本件開発調査においては、その対象地域として、数多くある同国の自然遺産・文化遺産の中か

ら、バールベック、ニーハ、シダー及びカディーシャ渓谷の4地域が選ばれている。バールベッ

１．対象事業名

　レバノン国観光開発計画調査

２．我が国が援助することの必要性・妥当性

事前評価表
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クについては、巨大なローマ時代の遺跡があり、同国の観光の目玉となりうるものである。ニー

ハについては、同国の各地域に点在する小規模遺跡の１つであることから、この地域の開発は他

の小規模遺跡地域の観光開発のモデルとなりうる。シダー及びカディーシャ渓谷については中近

東地域にしては極めて希少な緑溢れる地域であり、中近東地域の他国の観光資源に対して比較優

位を有するものである。これらの地域について観光開発計画調査を実施することは、同国の観光

産業全体の底上げに寄与するものであるし、また今後の同国の他地域において観光開発計画を立

案していく際に参考になるものである。

（３）他国機関との関連事業との整合性

　フランスによって、1997年に「UN AVENIR」と題する全国レベルの観光マスタープランが作

成されており、制度・組織整備及び人材育成等に関して総括的な提言がなされている（現在は同

国による観光開発に係る援助は実施されていない）。

　本件開発調査では、このフランスによって作成された全国レベルの観光マスタープランを踏ま

え、同国における地域レベルの、また環境に配慮した持続的発展が可能な観光開発を検討してい

くことになる。

　なお、2003年から、世銀がバールベックに対して、ビブロス、スール、サイダ及びトリポリの

各市とともに、遺跡修復及び都市整備のプロジェクトを本格的に開始することになっていること

から、特にバールベック（及び場合によってはニーハ）の観光開発計画を作成する際には、その

進捗状況を確認するとともに、相乗効果を考慮していくこととなる。

（４）我が国の当該国への基本的援助方策との整合性

　国別援助計画や課題別指針は特に策定されていないものの、内戦以前の主力産業であった観光

産業の振興は内戦後の復興の象徴的なものであるとともに、レバノン経済の立て直しに大きく寄

与し、ひいては同国の政治的安定に資するものであると考えられる。

３．事業の目的

　バールベック・ニーハを含むバールベック郡・ザハレ郡、及びシダー・カディーシャ渓谷を含

むブシャーレ郡の両地域での観光産業を振興し、ひいてはレバノン全体での観光産業の発展、観

光収入の拡大に繋げていく。

４．事業の内容

（１）対　象

（a）調査対象：バールベック郡・ザハレ郡（バールベック及びニーハを含む文化遺産の多い地

域）及びブシャーレ郡（シダー及びカディーシャ渓谷を含む自然遺産の多い地

域）

（b）技術移転の対象：観光省（MOT）

（２）アウトプット

（a）計画策定：バールベック郡・ザハレ郡（文化遺産を活かした開発）及びブシャーレ郡（自

然遺産を活かした開発）を対象とした2つの地域観光M/P（目標年次2013年）
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並びにそれぞれのM/Pにおける 優先事業のF/S（目標年次2008年）

（b）技術移転：MOT職員が、観光行政・政策に係る理解を深めるとともに、他地域の観光開

発計画作りに係る知見を身につける。

（３）インプット：以下の投入による調査および技術移転の実施。

（a）コンサルタント（分野／人数）

（b）その他

（４）総事業費

　調査に要す費用：約２億9,800万円

（５）調査のスケジュール

　2003年４月上旬～2004年３月中旬（１年）

（６）実施体制

　（a）協力相手国実施機関名：MOT

　（b）協力相手国実施機関の責任者：観光大臣

５．成果の目標

（１）提案計画の活用目標

　（a）優先事業F/Sの結果に基づき、事業化が実現する。

　（b）地域観光M/Pで具体的に提案された（a）以外の事業につき、事業化が実現する。

　（c）地域観光M/Pで提示された政策が、実行に移される。

（２）活用による達成目標

　（a）) 調査対象地域の観光客数、滞在日数、観光客一人当たりの支出額が増加し、その結果観

分　野

総　括

副総括／社会環境

観光開発

観光資源／観光商品

観光行政／法律／組織・制度

観光施設

インフラ（道路・都市施設）

観光宣伝

市場調査・需要予測

経済・財務分析

自然環境

人　数

１

１

２

１

１

１

１

１

１

１

１
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光収入が増加する。

　（b）観光産業がGDPの相当程度の割合を占める、安定した国家の収入源となる。

　（c）MOT職員が、（本件を参考として）他地域における観光開発計画を立案する。

（１）協力相手国内の事情

（a）政策的要因：開発政策の変更等による提案事業の優先度の低下

（b）行政的要因：関連省庁の連携的施策の遅れ

（c）経済的要因：優先事業等の事業化に際して、公的債務の増大及び失業率の上昇等経済情勢

の変化による事業資金不足

（d）社会的要因：イラク情勢・パレスチナ情勢等中近東情勢の悪化、調査対象地域における治

安の急激な悪化

（２）関連プロジェクトの遅れ：

　世銀がバールベックにて実施している、遺跡修復及び都市整備のプロジェクトが進まない場合、

バールベック郡及びザハレ郡におけるF/S対象事業を含む各事業の事業化や、M/Pで提示された

政策の実行に影響が出るおそれがある。

（１）事後評価に用いる指標

　（a）活用の進捗度

　　優先事業F/Sの結果に基づき、事業化が実現したか。

　　地域観光M/Pで具体的に提案された優先事業以外の事業につき、事業化が実現したか。

　　地域観光M/Pで提示された政策が、実行に移されたか。

　（b）活用による達成目標の指標

　　調査対象地域の観光客数、滞在日数及び観光客一人当たりの支出額並びに観光収入。

　　国家全体の観光収入のGDPに対する割合及びその割合の伸び率。

　　（本件を参考にした）他地域における観光開発計画の立案状況。

（２）上記（a）および（b）を評価する方法およびタイミング

　フォローアップ調査によるモニタリング （毎年）

　事後評価：2009年（調査終了時から５年後）本調査の評価（M/P、F/Sの実現レベルの評価）
　　　　　　2014年（調査終了時から10年後）　事業化後の効果発現状況についての評価

６．外部要因リスク

７．今後の評価計画
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